
議第２２号

三島市育英奨学金条例の一部を改正する条例案

三島市育英奨学金条例（平成13年三島市条例第36号）の一部を次のように改正す

る。

第 2 条第 2 号中「第69条の 2 第 3 項」を「第1 0 8条第 3 項」に改め、「短期大

学」の次に「、同条第 4 項の専門職短期大学及び同法第83条の 2 第 1 項の専門職大

学」を加え、「第68条の大学」を「第1 0 3条の規定により大学とされたもの」に、

「第82条の 2 」を「第1 2 4条」に、「限る。以下同じ。」を「限る。」に改める。

附 則

この条例は、平成31年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 2 条第 2 号の改正規定

（「短期大学」の次に「、同条第 4 項の専門職短期大学及び同法第83条の 2 第 1 項

の専門職大学」を加える部分を除く。）は、公布の日から施行する。
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